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森 ・ 濱 田 松 本 法 律 事 務 所 弁 護 士 戸 嶋 浩 二 殿

弁 護 士 島 田 里 奈 殿

国 土 交 通 省 自 動 車 局 旅 客 課 長

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ 日 付 け を も っ て 照 会 の あ っ た 件 に つ い て 、 下 記 の と お

り 回 答 し ま す 。

な お 、 本 回 答 は 、 照 会 に 係 る 法 令 の 条 項 を 所 管 す る 立 場 か ら 、 照 会 者 か

ら 提 示 さ れ た 事 実 の み を 前 提 に 、 照 会 対 象 法 令 の 条 項 と の 関 係 の み に つ い

て 、 現 時 点 に お け る 見 解 を 示 す も の で あ り 、 も と よ り 、 捜 査 機 関 の 判 断 や

罰 則 の 適 用 を 含 め た 司 法 判 断 を 拘 束 す る も の で は あ り ま せ ん 。

記

１ 回 答

照 会 の あ っ た 事 案 に つ い て 、 照 会 法 令 の 適 用 可 否 は 以 下 の と お り で あ る 。

① 本 事 業 を 行 う こ と は 、 照 会 書 記 載 の 事 実 を 前 提 と す る 限 り 、 自 家 用

自 動 車 の 有 償 貸 渡 の 許 可 の 取 消 等 の 不 利 益 処 分 の 対 象 で は な い 。

② 本 事 業 を 行 う こ と は 、 照 会 書 記 載 の 事 実 を 前 提 と す る 限 り 、 一 般 旅

客 自 動 車 運 送 事 業 又 は 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 類 似 行 為 に は 該 当 せ ず 、

一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 許 可 は 不 要 で あ る 。

２ 照 会 事 例 に お け る 照 会 法 令 の 適 用 に 関 す る 見 解 及 び 根 拠

① 照 会 の あ っ た 事 業 は 、 顧 客 の 求 め に 応 じ 、 レ ン タ カ ー 車 両 の 引 き 渡

し 又 は 返 却 を 代 行 す る も の で あ る 限 り 、 自 家 用 自 動 車 の 有 償 貸 渡 業 の

許 可 の 条 件 に 反 す る も の で は な く 、 本 事 業 の 実 施 に 関 し 、 許 可 の 取 消

等 の 不 利 益 処 分 を 受 け る こ と は な い 。

な お 、 引 き 渡 し 又 は 返 却 の 際 に 道 路 交 通 法 等 の 関 係 法 令 を 遵 守 す る

よ う 適 切 な 措 置 を 講 ず る こ と が 必 要 で あ る 。

② 照 会 の あ っ た 本 事 業 に お い て 、 Ｘ 社 が 行 う 行 為 は 「 旅 客 を 自 動 車 を

用 い て 有 償 で 運 送 す る 行 為 」 に は 該 当 せ ず 、 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業

の 許 可 は 不 要 で あ る 。

た だ し 、 照 会 の あ っ た 本 事 業 に お い て 、 Ｘ 社 の 従 業 員 又 は 業 務 委 託

先 の 従 業 員 （ 以 下 「 Ｘ 社 従 業 員 等 」 と い う 。 ） が 、 顧 客 に レ ン タ カ ー

車 両 の 引 き 渡 し を 行 わ ず 、 顧 客 に 代 わ っ て レ ン タ カ ー を 運 転 し 、 顧 客

を 運 送 し た 場 合 は 、 実 態 と し て 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 類 似 行 為 に 該

当 し 、 Ｘ 社 は 道 路 運 送 法 に 基 づ く 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 許 可 を 受



け る こ と が 必 要 と な る 。

な お 、 Ｘ 社 従 業 員 等 以 外 の 運 転 役 務 の 提 供 を 行 う 第 三 者 が 、 本 事 業

の レ ン タ カ ー を 手 配 し 、 顧 客 を 目 的 地 ま で 有 償 で 運 送 す る 場 合 も 運 転

役 務 の 提 供 を 行 う 第 三 者 に よ る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 類 似 行 為 に 該

当 し 、 運 転 役 務 の 提 供 を 行 う 第 三 者 が 道 路 運 送 法 に 基 づ く 一 般 旅 客 自

動 車 運 送 事 業 の 許 可 を 受 け る こ と が 必 要 な 行 為 と な る 。


